
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

項目 景観形成基準 せ 街 文 田 森 工 

建
築
物 

高さ 
・周辺の建築物との連続性を保つよう努め、山並みへの眺望に配慮する。 ● ● ● ― ― ― 

・建築物の高さを抑え、周辺の自然景観との調和や山並みへの眺望に配慮する。 ― ― ― ● ● ● 

配置 

・隣接する建築物と壁面位置をそろえるなど、周辺の建築物との連続性を保つよう努める。 ● ● ― ― ― ― 

・道路境界と建築物壁面との距離をとり、道路沿いの空間の創出に努める。 ● ― ― ― ― ― 

・周囲に圧迫感を与えない建築物の配置に努める。 ● ● ● ● ● ● 

・現況の地形や既存の樹木などを活かす建築物の配置に努める。 ― ● ● ● ● ● 

色彩 

・にぎわいの創出を意識するとともに、周囲の景観との

調和に配慮する。 

・使用する色彩は、右記のマンセル表色系に示す範囲と

なるよう努める。 

 

・色相が 0R～10YR を用いる場合は、彩度 6以下とする。 

・色相が 0.1Y～10Ｙを用いる場合は、彩度 4以下とする。 

・上記以外の色相を用いる場合は、彩度 2以下とする。 

・ただし、見付面積の 10％以下の範囲で用いる場合は、この限りではない。 

 

● ● ― ― ― ● 

・周囲の自然景観や街並みとの調和に配慮する。 

・使用する色彩は、右記のマンセル表色系に示す範囲と

なるよう努める。 

 

・色相が 0R～10Y を用いる場合は、彩度 4以下とする。 

・上記以外の色相を用いる場合は、彩度 2以下とする。 

・ただし、見付面積の 5％以下の範囲で用いる場合は、この限りではない。 

 

― ― ● ● ● ― 

形状・ 

外観・ 
素材 

・建築物の形状・外観は、周辺の街並みや自然景観との調和に配慮し、周囲に圧迫感を与えないよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・屋根、外壁等の仕上げは、地域の景観特性に合わせた素材の活用に努める。 ● ― ● ― ― ― 

・やきものを用いるなど、「やきもののまち“せと”」を表現するよう工夫する。 ● ● ● ― ― ― 

・商業地においては、ショーウィンドウなど道路沿いの外観を工夫し、にぎわいの創出に努める。 ● ● ― ― ― ― 

・バルコニー、ベランダ、テラスなどは、建築物との調和に配慮した上で、沿道景観のアクセントとなるよう工夫する。 ● ● ● ― ― ― 

・洗濯物などの干し物が、道路等の公共空間から見えにくくなるよう、バルコニーの形態や植栽などを工夫する。 ● ● ● ― ― ― 

建築設備 
・室外機や配管設備等は、道路等の公共空間から見えにくくするよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・室外機や配管設備等が道路等の公共空間から見える場合は、建築物外観と調和した囲いや緑化などにより、見えにくくするよう努める。 ● ― ― ― ― ― 

外構・ 
緑化 

・道路境界沿いへの塀や柵などの設置を避け、道路沿いの空間の創出に努める。 ● ― ― ― ― ― 

・門、塀、垣、柵を設ける場合は、生垣もしくは板塀またはやきものを使用するなど、地域の特色などに配慮する。 ● ● ● ― ― ― 

・建築物の周囲は、歩行者の視線を意識して、樹木や草花による四季の変化が感じられる空間の創出に努める。 ● ● ● ― ― ― 

・敷地内は、植樹などによる緑化に努める。 ● ● ● ● ● ● 

駐車場 ・大規模な駐車場では、植樹などによる敷地内の緑化に努める。 ● ● ● ● ● ● 

維持管理 ・建築物の美観が保たれるよう、維持管理に配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

工
作
物 

擁壁 
・擁壁の規模（高さ・幅）を抑えるよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・形態の工夫や緑化等により、圧迫感を軽減するよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・仕上げは、石材ややきものを用いるなど、「やきもののまち“せと”」を表現するよう工夫する。 ● ● ● ― ― ― 

その他 
・工作物本来の機能を損ねることのない範囲で、周囲の景観との調和を図るよう色彩、形状及び配置に配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

・ランドマーク的な要素となりうる工作物は、周囲からの見え方を考慮し、良質なデザインとなるよう配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

開
発
行
為 

形態 
・地形の現況を活かすよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・擁壁や法面の規模（高さ・幅）を抑えるよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・擁壁や法面は、形態の工夫や緑化等により、圧迫感を軽減するよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

緑化 
・法面や敷地外周等は緑化し、周囲の景観との調和に配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

・敷地内にシンボルとなる樹木がある場合は、保全・活用に努める。 ● ● ● ● ● ● 

土
石
の
採
取
等
※
１ 

周囲への配慮 ・行為位置の工夫、遮蔽板や既存樹木などにより､景観に配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

緑化 

・樹木の伐採は、必要最小限度に抑える。 ● ● ● ● ● ● 

・市街地等から容易に眺められる山の稜線や山腹等、景観上重要な場所では、森林や里山の保全に配慮する。 ― ― ― ― ● ― 

・採取及び掘採後は、緑地の創出に努める。 ● ● ● ● ● ● 

・採取及び掘採後は、可能な限り早い段階で植栽するなど、裸地のまま放置しないよう配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

・採取及び掘採後の植栽にあたっては、周囲の植生に配慮する。 ― ― ― ― ● ● 

屋
外
広
告
物 

色彩 
・蛍光色や高彩度色は使用しないよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・けばけばしい電飾、レーザー光線、サーチライト等の遠方へ光を投射するものは使用しないよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

形態 

・同一広告は避け、極力集約化し、掲示内容は、図化や文字数を減らすなど簡素化し、面積を必要最小限とするよう努める。 ● ● ● ● ● ● 

・遠方の山並みや田園等の良好な自然景観を遮ることのないよう、眺望が良い場所での設置は控える。 ● ● ● ● ● ● 

・建築物と同一敷地内に立てられる広告物は、建築物との調和や、周囲の街並み景観との調和に配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

・屋上への広告物や突き出し広告の設置は極力控え、建築物の壁面などに一体的なデザインとして取り入れるよう配慮する。 ● ● ● ● ● ● 

 

項目 届出対象行為 

建
築

物

（
棟

単

位

） 
分類 ア 建築物のすべてが工業地域又は工業専用地域にある場合 イ 左記以外の場合 

新築、改築、 

移転 

・次のいずれかに該当するもの 
①高さが 12ｍを超えるもの 
②建築面積が 1,000 ㎡を超えるもの 

・次のいずれかに該当するもの 
①高さが 12ｍを超えるもの 
②建築面積が 500 ㎡を超えるもの 

増築 

・次のいずれかに該当するもの 
①高さを変更する場合、増築後の高さが 12ｍを超え
るもの 

②増築部分の建築面積が 1,000 ㎡を超えるもの 
③増築後の建築面積が 1,000 ㎡を超え、かつ、増築
部分の建築面積が、増築後の建築面積の 1/3 を超
えるもの 

・次のいずれかに該当するもの 
①高さを変更する場合、増築後の高さが 12ｍを超え
るもの 

②増築部分の建築面積が 500 ㎡を超えるもの 
③増築後の建築面積が 500 ㎡を超え、かつ、増築部
分の建築面積が、増築後の建築面積の 1/3 を超え
るもの 

修繕・模様

替等※２ 

・次のいずれかに該当するもの 
①高さが 12ｍを超え、かつ、見付面積全体の 1/3 を
超えて変更するもの 

②建築面積が 1,000 ㎡を超え、かつ、見付面積全体
の 1/3 を超えて変更するもの 

・次のいずれかに該当するもの 
①高さが 12ｍを超え、かつ、見付面積全体の 1/3 を
超えて変更するもの 

②建築面積が 500 ㎡を超え、かつ、見付面積全体の
1/3 を超えて変更するもの 

工
作
物 

新設、改築、 

移転 

・下記の①～③のいずれかに該当するもの 

①擁壁 □高さが 5ｍを超えるもの 

②電気供給、通信に伴う鉄塔、鉄筋コンクリート柱、鉄柱、
アンテナその他これらに類するもの 

□高さが 15ｍを超えるもの 
□建築物と一体となっている場合は、工作物自体の高さ

が 5ｍを超え、かつ、地盤面から当該工作物上端まで
の高さが 15ｍを超えるもの 

③上記以外の工作物 

□高さが 12ｍを超えるもの 
□建築物と一体となっている場合は、工作物自体の高さ
が 5ｍを超え、かつ、地盤面から当該工作物上端まで
の高さが 12ｍを超えるもの 

増築 
・増築後の工作物が、上記の①～③に規定する各工作物の数値基準のいずれかを超え、かつ、増築部分の見付面積全

体が増築後の見付面積全体の 1/3 を超えて増築するもの 

修繕・模様

替等※２ 
・上記の①～③に規定する各工作物の数値基準のいずれかを超え、かつ、既設工作物の見付面積全体の 1/3 を超えて

変更するもの 

景観形成の基本目標 

ゾーン別の景観形成基準及び届出対象行為 

ゾーン別の景観形成方針 

目標景観像 

豊かな自然と 

やきものの 

魅力を活かしたまち 

１ ２ 景観計画区域 

 瀬戸市景観計画は、豊かな自然に恵まれた歴史あるやきもののまちとしての

特色を活かし、市民・事業者・行政の協働により、魅力的な景観の形成に取り

組んでいくため、景観法（平成 16 年法律第 110 号）に基づいて策定しました。 

 景観法に基づく景観計画の区域は、

市全域としました。 

計画策定の目的 

３ 景観形成方針 

河川を軸とした 潤いのある景観づくり 

やきものの伝統とシンボルを活かした にぎわいのある景観づくり 

森林や里山、田園などと調和した 緑豊かで美しい景観づくり 

せ
と
ま
ち 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ゾ
ー
ン 

○瀬戸川を軸とした潤いのある市街地
景観を形成する 

○「やきもののまち“せと”」の玄関口とし
て賑わいと活気のある市街地景観を
形成する 

○周辺の山並みが見渡せるよう開放感
と奥行きのある眺望景観に配慮する 

せ
と
・街
な
か 

景
観
ゾ
ー
ン 

○河川を軸とした潤いのある市街地景
観を形成する 

○市街地と斜面緑地が一体となった連
続性のある眺望景観を保全する 

○緑地の保全や民有地の緑化などによ
り緑の多い市街地景観を創出する 

○「やきもののまち“せと”」の特性を活
かした沿道景観を形成する 

○賑わいのある駅前景観を形成する 

せ
と
・や
き
も
の
文
化
景
観
ゾ
ー
ン 

○「やきもののまち“せと”」の歴史を物
語る景観資源を保全・活用する 

○周辺の景観と調和した市街地景観を
維持・創出する 

せ
と
中
央 

・洞 

窯垣や登り窯など、やきもの文化の伝統を伝
えるゾーンとして、歩いて楽しめる市街地景
観を維持・創出する 

赤
津 

赤津焼の産地として培われてきた「やきもの
のまち“せと”」の風情と田園景観が調和した
市街地景観を維持・創出する 

水
野 

水野川を中心とした自然や田園景観の中に
「やきもののまち“せと”」の風情が感じられる
市街地景観を維持・創出する 

品
野 

磁器の産地としても栄えた品野にみられる
「やきもののまち“せと”」の風情と周辺の自然
景観が調和した市街地景観を維持・創出する 

○河川沿いに広がる美しい田園景観を
保全する 

○落ち着きのある美しい田園集落景観
を形成する 

田
園
景
観 

ゾ
ー
ン 

○美しい里山や森林、自然豊かな河川
景観を保全する 

○地域の歴史的資源を活用し、自然景
観と調和した趣のある景観を形成する 

○周囲の自然景観と調和した緑を復元
する 

○緑の輪郭線としての山並み景観を保
全する 

○工業系土地利用においては、敷地内
緑化や自然景観との調和を図る 

森
林
里
山
景
観
ゾ
ー
ン 

○周辺の景観と調和した工業地景観を
創出する 

○敷地内緑化などにより緑豊かな潤い
のある工業地景観を形成する 

○採掘により失われた緑は、土地利用
に応じて緑化を促進する 

工
業
地 

景
観
ゾ
ー
ン 

せとまちエントランスゾーン せと・街なか景観ゾーン せと・やきもの文化景観ゾーン 

田園景観ゾーン 森林里山景観ゾーン 工業地景観ゾーン 

４ 
せ：せとまちエントランスゾーン 街：せと・街なか景観ゾーン 
文：せと・やきもの文化景観ゾーン 田：田園景観ゾーン 
森：森林里山景観ゾーン 工：工業地景観ゾーン 

項目 届出対象行為 

開発行為 
・行為に係る土地の面積

が3,000㎡以上のもの 

土石の 
採取等※１ 

・行為に係る土地の面積
が3,000㎡以上のもの 

屋
外
広

告
物 

表示、 

設置 

・次のいずれかに該当す
るもの 

①地盤面から屋外広告
物上端までの高さが
10ｍを超えるもの 

②広告表示面積が 35 ㎡
を超えるもの 

表示内容・
形状・位置

等の変更、

改造 

・変更後の屋外広告物
が、上記の①、②に規
定する数値基準のい
ずれかを超え、かつ、
変更部分の広告表示
面積が変更後の広告
表示面積の1/3を超え
て変更するもの 

 
※１ 土石の採取等 

→土石の採取、鉱物の掘採そ
の他の土地の形質の変更 

※２ 修繕・模様替等 

→外観変更を伴う修繕･模様
替、色彩の変更 

※３ 上表の屋外広告物届出対象行
為の内、愛知県屋外広告物条
例の規定により許可を要しな
いものについては、届出対象
行為から除外する。 

景観計画区域を 

構成するゾーン図 



 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
すべての人が取り組む基準 
（景観法等に基づく基準） 

積極的に取り組む際の推奨基準 
住宅・商業店舗 工場・事務所 

建
築
物 

全
体 

高さ 
■２階以下が望ましく、隣り合う建物の高さと調和を図る
ものとする。 

■２階以下を基本とする。 ■同左 

構造 
■規模、形態を周囲の景観に調和したものとし、歴史的な
趣を著しく損なわないものとする。 

■木造を基本とし、歴史的な趣を損なわないも
のとする。 

■歴史的な趣を損なわないものとする。 

屋
根 

形態 
■傾斜屋根を基本とし、周囲の建物との調和を図るものと
する。 

■切妻屋根を基本（妻入り、平入りの形式を問
わない）とし、４～５寸勾配を標準とする。  

■傾斜屋根を基本とし、周囲の建物との調和を
図るものとする。 

材料と色調 ■周囲の建物との調和を図るものとする。 ■黒色や銀灰色の日本瓦葺きとする。 
■外壁等外観の他の色彩とのバランスに配慮
し、黒色や灰色又は茶色等の濃暗色を用いる。 

外壁 
■形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわない
ものとする。 

■木又は木目調の建材を用いた仕上げとする。 
■土壁又は漆喰塗りの仕上げとする。 
■やきものを用いたデザインとする。 

■屋根等外観の他の色彩とのバランスに配慮
し、材質の特徴を活かし、落ち着きのあるも
のとする。 

■やきものを用いたデザインとする。 

玄関周り・ 

出入り口 
■同上 

■玄関ポーチやアプローチ等の床材は、やきも
のを用いたデザインを基本とする。 

■同左 

建築設備 
■道路などの公共空間から直接見えにくくするとともに、
建物本体との調和を図る。 

■道路などの公共空間から直接見えないように
配慮する。 

■公共空間から見える場合は、木又は木目調の
建材もしくはやきものを用いた目隠板（壁や
格子）等の囲いを設けて建物本体との調和を
図る。 

■同左 

工
作
物 

門・垣・塀 
■形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわない
ものとする。 

■板塀又は窯垣とする。 
■生垣等樹木を用いたものとする。 
■やきものを用いたデザインとする。 

■同左 

駐車場 ■同上 
■茶系やグレー系等の落ち着きのある色を用い
たり、やきものを用いたデザインとする。 

■同左 

自動販売機 

■形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわない
ものとする。 

 （茶系や濃灰色等の落ち着いた色を用い、かつ、街並み
の調和に配慮した位置に設置する。） 

― ― 

開
発
行
為

・
土
石
の
採
取
等
※
１ 

土地の形質の変更 

■新たな土地の形質の変更は行わない。但し、やむを得ず
変更し擁壁や法面が生じる場合は、周囲の自然景観や歴
史的な趣との調和に十分配慮すること。 

■空地が生じた場合は、周囲の景観を著しく損なわないよ
う維持管理を行うこと。 

― ― 

木竹の伐採・植栽 
■地区の景観を支えている木竹は維持管理に極力努め、ま
た、新たに植栽する場合は、周囲の景観に調和する樹種
及び配置とすること。 

― ― 

屋外広告物 
■形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわない
ものとする。 

■木又は木目調の建材もしくは布などで、歴史
的な趣を演出するデザインとする。 

■やきものを用いたデザインとする。 
■同左 

 

項目 届出対象行為 

建築物 
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更する 

こととなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 
■規模にかかわらず全ての行為。 

工作物 
新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更する 
こととなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

■規模にかかわらず全ての行為。 

開発行為 ■規模にかかわらず全ての行為。 

土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 ■規模にかかわらず全ての行為。 

屋外広告物 ■規模にかかわらず全ての行為。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観重点地区（洞地区） ５ 

目標景観像 

や き も の づ く り の 

伝 統 と 文 化 が 薫 る 

美 し く 誇 り 高 き 洞 地 区 

景観形成基準及び届出対象行為 

景観重要建造物及び 

景観重要樹木の指定の方針 ６ ７ 景観重要公共施設 

 歴史的または芸術的価値の高さにこだわるものではな

く、地域の良好な景観を守り、育むという観点から重要な

建造物・樹木を、景観法に基づく景観重要建造物・樹木と

して指定します。 

 本市の骨格となり、「やきもののまち“せと”」を象徴す

る重要な景観である瀬戸川及び県道定光寺山脇線等の一

部を景観重要公共施設として指定しました。 

【建造物】 

■やきもの文化を強く印象付ける建造物 

■地域における歴史や文化を後世に伝える建造物 
 

【樹 木】 

■樹高や樹形が地域のシンボル的な存在となっており、良
好な景観の形成に寄与する樹木 

■市民に広く愛され、親しまれている樹木 

瀬戸市 都市整備部都市計画課 

 〒489-8701 瀬戸市追分町 64 番地の 1  TEL；(0561)88-2680 ／ FAX；(0561)88-2695 ／ H P；http://www.city.seto.aichi.jp 

※瀬戸市景観計画の詳細は、市ホームページをご参照下さい。 

指
定
基
準(

抜
粋) 

東公園 

洞児童公園 

平等庵 

祖東中学校 

窯垣の小径 

ギャラリー・資料館 

古瀬戸 

小学校 

宝泉寺 

公園橋 

国道 248 号 

一級河川瀬戸川 

県道定光寺山脇線 

県道定光寺山脇線 

 

尾張 

瀬戸駅 

一級河川瀬戸川 

 

記念橋 

瀬戸橋 

窯神橋 

お
問
い
合
せ
先 

※１ 土石の採取等 

→土石の採取、鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更 

※２ 左表の屋外広告物届出対象行為の
内、愛知県屋外広告物条例の規定に
より許可を要しないものについて
は、届出対象行為から除外する。 


